
令和５年度第５回教育委員会定例会

議事日程及び議案等

令和５年８月１７日（木）

１６時００分

於：女性第一・第二研修室



     議事日程     令和５年８月１７日（木）１６時００分

女性第一・第二研修室

１ 開 会

２ 会議成立の宣告

３ 会議録署名者の指名

４ 会議の公開等について

５ 議 案

定第３０号議案 代決処分の承認を求める件

〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕

定第３１号議案 代決処分の承認を求める件

〔鹿児島市立美術館協議会委員の委嘱について〕

定第３２号議案 代決処分の承認を求める件

〔県費負担教職員の懲戒に係る内申について〕

定第３３号議案 代決処分の承認を求める件

〔令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（第４号）に係る議案について

の意見申出について〕

定第３４号議案 代決処分の承認を求める件

〔令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）に係

る議案についての意見申出について〕

定第３５号議案 鹿児島市立学校管理規則の一部改正の件

定第３６号議案 教科用図書採択の件（鹿児島市立小学校）

定第３７号議案 教科用図書採択の件（鹿児島市立高等学校）

６ 報告事項

(1) 桜島地域における義務教育学校の取組状況について

(2) 世界文化遺産の保全について

(3) 令和５年度全国学力・学習状況調査結果（速報値）について

(4) 市立学校におけるいじめの重大事態に係る調査の終了等について

(5) 「令和５年度（令和６年１月）はたちの集い」について

(6) 鹿児島市教育委員会とプロスポーツクラブとの連携協定について

７ その他

８ 閉 会



定第３０号議案

   代決処分の承認を求める件

鹿児島市教育委員会の事務局及び教育機関の職員の任免について、鹿児島市教育委員会事務

委任等規則第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり代決したので、同条第２項の規定によ

り、これを報告し、その承認を求める。

   令和５年８月１７日               提 出

                           鹿児島市教育委員会

                           教育長 原之園 哲哉

（参 照）

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋）

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務）

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務、第６

条の事務及び鹿児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下

「教育委員会事務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行

させる事務を除き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）に委任する。

(1)～(3) 略す

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。

(5)～(20) 略す

（代決）

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
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新 旧

(　係　長　級　)

総務課付　専門員 施設課　専門員 春田　恵

施設課　主査 環境保全課　主査 吉田　英一郎

氏　　　　名

(令和5年8月1日付）

鹿児島市教育委員会事務局等職員人事異動
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                          定第３１号議案

代決処分の承認を求める件

鹿児島市立美術館協議会委員の委嘱について、鹿児島市教育委員会事務委任等規則第４条第

１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、同条第２項の規定により、これを報告し、

その承認を求める。

令和５年８月１７日               提 出

                           鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉

（参 照）

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋）

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務）

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務、第６

条の事務及び鹿児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下

「教育委員会事務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行

させる事務を除き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）に委任する。

(1)～(3) 略す

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。

(5)～(20) 略す

（代決）

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
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構　　　　成 氏　　　　名 所　　属　・　職　　名

学 校 教 育 関 係 者 森 重 美 香 県美育協会会計（伊敷中学校教諭）

松 尾 千 歳 県博物館協会副会長（尚古集成館館長）

都 筑 綾 子 市女性団体連合会理事

家 庭 教 育 関 係 者
鈴 木 桃 子
（ 前 ： 宇 都 恵 子 ）

市子育てサークル連絡協議会会長
（前：市子育てサークル連絡協議会会長）

渡 辺 芳 郎 鹿児島大学法文学部人文学科教授

犬 伏 和 章 鹿児島商工会議所副会頭

高 嶺 千 史 南日本新聞社編集局文化生活部長

松 村 崇 司 鹿児島青年会議所常務理事

瀧 川 憲 洋 無職

中 尾 加 代 子 無職

〔任　期〕　令和５年８月１日から令和７年７月３１日まで

※二段書きは新任の委員、それ以外は本年７月の定例会で承認頂いた委員

〔理　由〕　任期満了に伴う新たな委嘱

〔女性委員の割合〕　４０．０％

社 会 教 育 関 係 者

学 識 経 験 者

公 募 委 員

鹿児島市立美術館協議会委員名簿（案）

4



（参 照）

１ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋）

（代決）

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。

２ 博物館法（抜粋）

（博物館協議会）

第２０条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を

述べる機関とする。

第２１条 博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命す

る。

第２２条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に

関し必要な事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。こ

の場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するもの

とする。

３ 博物館法施行規則（抜粋）

第１８条 法第２２条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭

教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

４ 鹿児島市立美術館条例（抜粋）

（美術館協議会)

第１８条 美術館に法第２０条の規定に基づき、鹿児島市立美術館協議会（以下「美術館協議

会」という。)を置く。

２ 美術館協議会は、１０人以内の委員をもつて組織する。

３ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学

識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

５ 美術館協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
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                          定第３３号議案

代決処分の承認を求める件

令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（第４号）中、教育委員会関係分の意見申出について、

鹿児島市教育委員会事務委任等規則第４条第１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、

同条第２項の規定により、これを報告し、その承認を求める。

令和５年８月１７日               提 出

                           鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉

記

令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（第４号）中、教育委員会関係分に係る議案について

は、同意する。

（参 照）

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育委員会の意見聴取）

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。

２ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋）

（代決）

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
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教総 第２１０号

令和５年８月３日

鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉 殿

鹿児島市長 下鶴 隆央

（管理部総務課扱い）

市議会に提出する議案の作成について（意見聴取）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、下記の議案を作成する

について、貴委員会の意見を求めます。

記

１ 令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分）

２ 令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）
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教総 第２１０－２号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿

鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉

市議会に提出する議案の作成について（回答）

令和５年８月３日付け教総第２１０号で当委員会に意見を求められた下記の市議会に提出す

る議案の作成については、貴案のとおり同意します。

記

１ 令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分）

２ 令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）
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（単位：千円）

国（県）支出金 地方債 その他

教　育　費 20,220,984 97,255 20,318,239 0 35,400 0 61,855

教育総務費 3,408,348 37,779 3,446,127 0 0 0 37,779

教育指導費 2,267,911 37,779 2,305,690 0 0 0 37,779

81,284 37,779 119,063 0 0 0 37,779

高等学校費 2,679,830 59,476 2,739,306 0 35,400 0 24,076

学校管理費 2,533,773 22,555 2,556,328 0 0 0 22,555

96,471 22,555 119,026 0 0 0 22,555

学校建設費 130,240 36,921 167,161 0 35,400 0 1,521

83,033 36,921 119,954 0 35,400 0 1,521

（単位：千円）

金　　額

1,664,000 35,400 1,699,400

1,664,000 35,400 1,699,400

教育債 1,631,500 35,400 1,666,900 35,400

市債

市債

義務教育施設等整備事業債 校舎等施設整備事業

第３７号議案　　令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（第４号）〔教育委員会関係分〕

　【歳入予算】

　【歳出予算】

 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源

教育の情報化推進事業

１　歳入・歳出予算　補正

学校運営費

補 正 前
の 予 算 額

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

節

補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額

区　　　　　　　　分

一般財源

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

補 正
予 算 額

計

計

 款　項　目

施設整備単独事業

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　（　）内の数字は「補正予算に関する説明書」のページ
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教育の情報化推進事業

１ 概要

市立小・中・高等学校の児童生徒１人１台タブレット端末等については、令和２年度から４年度まで段階的に整備してきており、授業での活用や家庭

学習用の持ち帰りが進み、物品修繕料が増加傾向にあるため、増額補正を行う。

【積算根拠】

  

※ 4～6月分は実績 7月以降は見込

【参考】

物品修繕料の実績

２ 補正予算額    ３７，７７９千円

財源 一般財源  ３７，７７９千円

（単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

物品修繕料（４年度実績） 2,345 2,281 3,116 4,345 16,097 6,063 2,111 3,244 2,851 3,421 3,440 5,860 55,174

物品修繕料（５年度見込） 2,277 2,532 4,660 56,901

19,122

37,779補正予算額

4年度実績と同額で積算

当初予算額

（単位：千円）

当初予算 流用額 決算額 備考

３年度 9,600 1,117 10,716 　４年２月に小・中学校の１人１台タブレット端末整備完了。

４年度 19,213 35,961 55,174 　小・中学校の本格的な活用を開始。４年１０月に高等学校の整備完了。
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学校運営費（高等学校費）

１ 概要

令和６年度からの鹿児島商業高等学校の学科再編および男女共学化に伴い、酸素ルームやトレーニング機器、女子更衣室のロッカー等の必要な備品の

整備を行う。

（１） 学科再編の内容

  （２） 整備内容

        ① 学科再編に伴い新設されるアスリートスポーツ科に必要な備品等

    ② 男女共学化に伴い新たに整備する女子更衣室に必要な備品

２ 補正予算額 ２２，５５５千円

財源 一般財源  ２２，５５５千円

商業科 ４学級 １６０人

情報処理科 ２学級 　８０人

国際経済科 １学級 　４０人

(参考）現在の学科内容

① ビジネスクリエイト科 ３学級 １２０人
・地域産業をはじめとする幅広い分野で活躍するために必要なビジネスに関する知識や
  マナー、スキルを身に付け、新しいビジネスを創造できる経営者、起業家を育成する。

② 情報イノベーション科 ３学級 １２０人
・高度なプログラミング学習やネットワークに関する知識と技術を習得し、ＩＴやプログラム
  開発、データベース等の技術者を育成する。

③ アスリートスポーツ科 １学級   ４０人
・高度な体育・スポーツに関する知識と技術を習得し、全国大会等で活躍するトップアス
　リートやスポーツビジネスの担い手等を育成する。

新学科

(単位：千円）

項目 備品名 内容 設置場所 補正予算額

酸素ルーム（高圧・低圧併用型）
・コンディショニング（高圧モード）
・高地トレーニング（低圧モード）

産振棟１階 11,000

トレーニング機器（９種類）
・トレッドミル（ランニングマシン）
・プローンレッグカール（下肢の筋力を鍛える機器）
・ウェイトトレーニング機器等

屋内運動場２階 5,773

生徒用机・椅子 ・不足する机・椅子 各教室 3,296

② 男女共学化 ロッカー、ベンチ等 ・更衣室に必要な備品 女子更衣室 2,486

合計 22,555

① 学科再編
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施設整備単独事業（高等学校費）

１  概要

令和６年度からの鹿児島商業高等学校の男女共学化等に伴い、女子トイレや女子更衣室の整備等を行う。

２  補正予算額   ３６，９２１千円

財源 市債   ３５，４００千円（義務教育施設等整備事業債 充当率１００％）

一般財源  １，５２１千円

３ スケジュール

  ５年度  (1)女子の受入れに必要な施設の整備【新一年生】

        ①女子トイレ改修工事（管理教室棟・特別教室棟１階）

        ②女子更衣室整備（産振棟１階）

       (2)６年度に整備する女子トイレ、バイク置場の設計、地盤調査

       ③女子トイレ改修

        ④女子トイレ棟新築

        ⑤女子トイレ棟地盤調査

        ⑥バイク置場新築設計

  ６年度 ５年度に設計した女子トイレ、バイク置場の整備

節名 内容（付表の整備箇所） 補正予算額（千円）
女子更衣室整備　　　　　　　　　　　　　　　（②） 965
女子トイレ改修設計（建築）　　　　　　　　　（③） 2,364
女子トイレ改修設計・トイレ棟新築設計（設備）（③） 1,921
女子トイレ棟新築設計（建築）　　　　　　　　（④） 567
女子トイレ棟新築地盤調査　　　　　　　　　　（⑤） 222
バイク置場新築設計　　　　　　　　　　　　　（⑥） 1,098

委託料　小計 7,137
工事請負費 女子トイレ改修工事　　　　　　　　　　　　　（①） 29,784

36,921

委託料

補正予算額　計
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                          定第３４号議案

代決処分の承認を求める件

令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算中、教育委員会関係分の意見申出について、鹿児

島市教育委員会事務委任等規則第４条第１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、同

条第２項の規定により、これを報告し、その承認を求める。

令和５年８月１７日               提 出

                           鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉

記

令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算中、教育委員会関係分については、同意する。

（参 照）

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育委員会の意見聴取）

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。

２ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋）

（代決）

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
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教総 第２１０号

令和５年８月３日

鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉 殿

鹿児島市長 下鶴 隆央

（管理部総務課扱い）

市議会に提出する議案の作成について（意見聴取）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、下記の議案を作成する

について、貴委員会の意見を求めます。

記

１ 令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分）

２ 令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）
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教総 第２１０－２号

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿

鹿児島市教育委員会

教育長 原之園 哲哉

市議会に提出する議案の作成について（回答）

令和５年８月３日付け教総第２１０号で当委員会に意見を求められた下記の市議会に提出す

る議案の作成については、貴案のとおり同意します。

記

１ 令和５年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分）

２ 令和４年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）
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当        初 補          正 継 続 費 及 び 予  備  費 流    用 支 出 済 額 継 続 費 繰      越 事　　故 不    用    額 執行率① 執行率②
繰 越 事 業 費 計 （％） （％）

予   算   額 予    算    額 繰  　越　   額 支  出  額 増 減 額 Ａ　 Ｂ　 　　逓次繰越　Ｃ 　　明 許 費　Ｄ 繰 越 し　Ｅ Ｆ（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ） Ｂ／Ａ Ｂ／(Ａ-C-D)

教　育　費 20,331,972,000 2,876,032,000 968,519,000 7,622,000 0 24,184,145,000 20,211,357,514 0 3,270,662,000 0 702,125,486 83.6 96.6

　 教 育 総 務 費 3,650,849,000 △ 54,189,000 125,394,000 3,080,000 0 3,725,134,000 3,592,078,366 0 0 0 133,055,634 96.4 96.4

7,045,000 0 0 0 0 7,045,000 6,968,180 0 0 0 76,820 98.9 98.9

1,218,703,000 20,492,000 0 3,080,000 0 1,242,275,000 1,212,242,012 0 0 0 30,032,988 97.6 97.6

2,206,494,000 △ 74,681,000 125,394,000 0 0 2,257,207,000 2,154,637,774 0 0 0 102,569,226 95.5 95.5

218,607,000 0 0 0 0 218,607,000 218,230,400 0 0 0 376,600 99.8 99.8

　 小 学 校 費 7,114,263,000 1,731,363,000 484,038,000 0 0 9,329,664,000 6,796,445,138 0 2,318,060,000 0 215,158,862 72.8 96.9

2,057,810,000 320,300,000 0 0 △ 3,700,000 2,374,410,000 2,290,407,183 0 0 0 84,002,817 96.5 96.5

869,219,000 △ 65,214,000 0 0 3,700,000 807,705,000 789,858,211 0 0 0 17,846,789 97.8 97.8

4,187,234,000 1,476,277,000 484,038,000 0 0 6,147,549,000 3,716,179,744 0 2,318,060,000 0 113,309,256 60.4 97.0

　 中 学 校 費 2,757,757,000 857,351,000 355,281,000 0 0 3,970,389,000 2,962,703,921 0 832,314,000 0 175,371,079 74.6 94.4

808,613,000 168,987,000 0 0 0 977,600,000 930,538,372 0 0 0 47,061,628 95.2 95.2

633,664,000 △ 41,760,000 0 0 0 591,904,000 567,583,577 0 0 0 24,320,423 95.9 95.9

1,315,480,000 730,124,000 355,281,000 0 0 2,400,885,000 1,464,581,972 0 832,314,000 0 103,989,028 61.0 93.4

　 高 等 学 校 費 2,651,227,000 60,512,000 0 0 0 2,711,739,000 2,591,237,859 0 90,020,000 0 30,481,141 95.6 98.8

2,435,464,000 30,790,000 0 0 0 2,466,254,000 2,443,329,008 0 0 0 22,924,992 99.1 99.1

16,788,000 0 0 0 0 16,788,000 16,067,063 0 0 0 720,937 95.7 95.7

198,975,000 29,722,000 0 0 0 228,697,000 131,841,788 0 90,020,000 0 6,835,212 57.6 95.1

社 会 教 育 費 2,676,612,000 2,139,000 0 4,542,000 0 2,683,293,000 2,555,740,124 0 30,268,000 0 97,284,876 95.2 96.3

788,951,000 655,000 0 0 0 789,606,000 759,997,394 0 0 0 29,608,606 96.3 96.3

307,741,000 △ 12,533,000 0 0 0 295,208,000 272,470,026 0 10,086,000 0 12,651,974 92.3 95.6

392,336,000 14,684,000 0 0 0 407,020,000 379,068,820 0 0 0 27,951,180 93.1 93.1

87,604,000 △ 12,428,000 0 0 0 75,176,000 72,209,918 0 0 0 2,966,082 96.1 96.1

10,429,000 0 0 0 0 10,429,000 9,755,518 0 0 0 673,482 93.5 93.5

35,594,000 769,000 0 0 0 36,363,000 35,474,394 0 0 0 888,606 97.6 97.6

33,871,000 785,000 0 0 0 34,656,000 34,183,100 0 0 0 472,900 98.6 98.6

教育指導費

科学館費

学校管理費

教育振興費

学校建設費

教育振興費

学校管理費

社会教育総務費

令 和 ４ 年 度 「 歳 出 」 決 算 調 書

予 算 現 額

教育委員会費

科　　　　　　　目

事務局費

翌年度繰越額

教育振興費

学校建設費

学校管理費

学校建設費

青少年育成センター費

勤労青少年ホーム費

女性センター費

（単位：円）

女性青少年教育費

文化財保護費

公民館費
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当        初 補          正 継 続 費 及 び 予  備  費 流    用 支 出 済 額 継 続 費 繰      越 事　　故 不    用    額 執行率① 執行率②
繰 越 事 業 費 計 （％） （％）

予   算   額 予    算    額 繰  　越　   額 支  出  額 増 減 額 Ａ　 Ｂ　 　　逓次繰越　Ｃ 　　明 許 費　Ｄ 繰 越 し　Ｅ Ｆ（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ） Ｂ／Ａ Ｂ／(Ａ-C-D)

令 和 ４ 年 度 「 歳 出 」 決 算 調 書

予 算 現 額

科　　　　　　　目

翌年度繰越額
（単位：円）

68,523,000 1,726,000 0 4,542,000 3,801,000 78,592,000 76,490,174 0 0 0 2,101,826 97.3 97.3

146,633,000 9,587,000 0 0 0 156,220,000 154,210,698 0 0 0 2,009,302 98.7 98.7

520,226,000 8,621,000 0 0 △ 3,801,000 525,046,000 516,924,540 0 0 0 8,121,460 98.5 98.5

284,704,000 △ 9,727,000 0 0 0 274,977,000 244,955,542 0 20,182,000 0 9,839,458 89.1 96.1

　 保 健 体 育 費 1,481,264,000 278,856,000 3,806,000 0 0 1,763,926,000 1,713,152,106 0 0 0 50,773,894 97.1 97.1

327,819,000 2,810,000 0 0 0 330,629,000 320,249,093 0 0 0 10,379,907 96.9 96.9

471,416,000 253,360,000 0 0 0 724,776,000 687,721,155 0 0 0 37,054,845 94.9 94.9

682,029,000 22,686,000 3,806,000 0 0 708,521,000 705,181,858 0 0 0 3,339,142 99.5 99.5

総　務　費 0 0 0 0 4,000 4,000 3,800 0 0 0 200 95.0 95.0

　 総　務　管　理  費 0 0 0 0 4,000 4,000 3,800 0 0 0 200 95.0 95.0

0 0 0 0 4,000 4,000 3,800 0 0 0 200 95.0 95.0

災　害　復　旧　費 147,978,000 △ 61,373,000 0 0 0 86,605,000 23,507,098 0 0 60,979,000 2,118,902 27.1 27.1

　 教 育 施 設 災 害 復 旧 費 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 11,565,675 0 0 0 434,325 96.4 96.4

12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 11,565,675 0 0 0 434,325 96.4 96.4

　 その他公共施設等災害復旧費 70,978,000 0 0 0 0 70,978,000 9,622,406 0 0 60,979,000 376,594 13.6 13.6

70,978,000 0 0 0 0 70,978,000 9,622,406 0 0 60,979,000 376,594 13.6 13.6

　 桜島連続降灰除去事業費 65,000,000 △ 61,373,000 0 0 0 3,627,000 2,319,017 0 0 0 1,307,983 63.9 63.9

65,000,000 △ 61,373,000 0 0 0 3,627,000 2,319,017 0 0 0 1,307,983 63.9 63.9

20,479,950,000 2,814,659,000 968,519,000 7,622,000 4,000 24,270,754,000 20,234,868,412 0 3,270,662,000 60,979,000 704,244,588 83.4 96.4教育委員会（計）

学校給食センター費

諸費

少年自然の家費

美術館費

生涯学習プラザ費

学校施設災害復旧費

その他公共施設等災害復旧費

降灰除去事業費

保健体育総務費

保健体育指導費

図書館費

教育費の主な取り組み

項

保健体育費 物価高騰に直面する保護者の負担軽減を図るため、小・中学校に対し学校給食費に係る補助を実施

小・中・高等学校費

校舎・屋内運動場の大規模改造等を実施

松原小学校の校舎新築工事、八幡小学校の校舎解体工事等を実施

学校における新型コロナウイルス感染症対策のため保健衛生用品等を整備

社会教育費
市施設の予約から利用料金の支払までをオンライン対応できるシステムを構築

天文館図書館を４年４月に供用開始

主な取り組み

教育総務費

桜島地域における小中一貫教育の導入に向け、新たな学校施設の基本設計等を実施

市立３高校の今後のあり方について協議するための委員会を設置

学校教育の充実に向け、法的観点から学校へ助言を行うためスクールロイヤーを導入

小・中学校にＩＣＴを活用した学習ドリルを導入

市立３高校に生徒１人１台のタブレット端末を整備
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（単位：円）

当        初 補          正 継続費及び繰 前 年 度 以 前 収　入　済　額 不納欠損額 収入未済額 予算現額に 収入率 説　　　　　　　　　　　明

越事業費繰越 計 現　年　度 計 比 し増減 （％）

予   算   額 予    算    額 財源充当額 A　 繰 越 額 B　 Ｃ Ｄ Ｅ (B-C-Ｄ) Ｆ   (C-A) (C／B)

20,975,000 0 0 20,975,000 0 20,699,260 20,699,260 20,699,260 0 0 △ 275,740 100.0

教育費負担金 20,975,000 0 0 20,975,000 0 20,699,260 20,699,260 20,699,260 0 0 △ 275,740 100.0 ・日本スポーツ振興センター共済掛金

321,771,000 0 0 321,771,000 0 307,761,276 307,761,276 307,642,476 99,000 19,800 △ 14,128,524 100.0

教育使用料 315,386,000 0 0 315,386,000 0 302,143,676 302,143,676 302,024,876 99,000 19,800 △ 13,361,124 100.0 ・高校授業料

・科学館、公民館、美術館、図書館、生涯学習プラザ使用料

・行政財産目的外使用料　ほか

教育手数料 6,385,000 0 0 6,385,000 0 5,617,600 5,617,600 5,617,600 0 0 △ 767,400 100.0 ・高校入学検定料、高校入学料　

・玉龍中入学検定料　ほか

1,238,208,000 1,098,470,000 278,587,000 2,615,265,000 202,243,731 2,460,433,227 2,662,676,958 1,714,782,958 0 947,894,000 △ 900,482,042 64.4

教育費国庫負担金 134,256,000 0 0 134,256,000 0 138,687,000 138,687,000 138,687,000 0 0 4,431,000 100.0 ・校舎増築国庫負担金

教育費国庫補助金 1,022,612,000 1,130,726,000 278,587,000 2,431,925,000 202,243,731 2,272,850,227 2,475,093,958 1,569,884,958 0 905,209,000 △ 862,040,042 63.4 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

・大規模改造事業費（小・中学校）

・学校等における感染症対策等支援事業費

・桜島降灰防除施設整備費　ほか

災害復旧費国庫補助金 81,340,000 △ 32,256,000 0 49,084,000 0 48,896,000 48,896,000 6,211,000 0 42,685,000 △ 42,873,000 12.7 ・その他公共施設等災害復旧費

・学校校庭降灰除去事業費

10,693,000 764,000 0 11,457,000 0 12,673,424 12,673,424 12,673,424 0 0 1,216,424 100.0

教育費県補助金 196,000 0 0 196,000 0 1,542,848 1,542,848 1,542,848 0 0 1,346,848 100.0 ・埋蔵文化財発掘調査費

・総文祭鹿児島大会非常勤職員配置事業費　ほか

災害復旧費県補助金 0 764,000 0 764,000 0 764,000 764,000 764,000 0 0 0 100.0 ・その他公共施設等災害復旧費

教育費委託金 10,497,000 0 0 10,497,000 0 10,366,576 10,366,576 10,366,576 0 0 △ 130,424 100.0 ・高等学校就学支援金事務交付金

・スクールカウンセラー配置事業委託金　　ほか

3,764,000 0 0 3,764,000 222,200 2,939,329 3,161,529 2,983,529 0 178,000 △ 780,471 94.4

財産貸付収入 2,554,000 0 0 2,554,000 222,200 1,967,047 2,189,247 2,011,247 0 178,000 △ 542,753 91.9 ・土地建物貸付収入（自動販売機　ほか）

基金運用収入 348,000 0 0 348,000 0 61,332 61,332 61,332 0 0 △ 286,668 100.0 ・美術品等取得基金収入、奨学資金貸付基金収入

不動産売払収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物品売払収入 862,000 0 0 862,000 0 910,950 910,950 910,950 0 0 48,950 100.0 ・図録等売払収入（美術館図録、史跡めぐりガイドブック等）　

0 0 0 0 0 1,573,175 1,573,175 1,573,175 0 0 1,573,175 100.0

教育費寄附金 0 0 0 0 0 1,573,175 1,573,175 1,573,175 0 0 1,573,175 100.0 ・鹿児島市美術品等取得基金への寄附金

・青少年教育への寄附金　ほか

43,202,000 0 0 43,202,000 2,745,000 38,189,765 40,934,765 38,299,765 0 2,635,000 △ 4,902,235 93.6

雑入 43,202,000 0 0 43,202,000 2,745,000 38,189,765 40,934,765 38,299,765 0 2,635,000 △ 4,902,235 93.6 ・教職員住宅貸家料　・臨時、嘱託、再任用職員等労働保険料

・太陽光発電電力売払収入　・食堂等電気水道料

・美術館特別企画展観覧料等収入　　ほか

2,881,500,000 1,557,300,000 601,000,000 5,039,800,000 0 2,444,200,000 2,444,200,000 2,444,200,000 0 0 △ 2,595,600,000 100.0

教育債 2,829,000,000 1,586,700,000 601,000,000 5,016,700,000 0 2,442,500,000 2,442,500,000 2,442,500,000 0 0 △ 2,574,200,000 100.0 ・義務教育施設整備事業債

・地域公民館整備等事業債　ほか

災害復旧債 52,500,000 △ 29,400,000 0 23,100,000 0 1,700,000 1,700,000 1,700,000 0 0 △ 21,400,000 100.0 ・桜島連続降灰除去事業債

・その他公共施設等災害復旧債

4,520,113,000 2,656,534,000 879,587,000 8,056,234,000 205,210,931 5,288,469,456 5,493,680,387 4,542,854,587 99,000 950,726,800 △ 3,513,379,413 82.7教育委員会（計）

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

諸収入

市債

寄附金

令　　　和　　　４　　　年　　　度　　　「　　　歳　　　入　　　」　　　決　　　算　　　調　　　書

予 算 現 額

款　　・　　目

調　　　　　　定　　　　　　額
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定第３５号議案

鹿児島市立学校管理規則の一部改正の件

鹿児島市立学校管理規則の一部を別紙のとおり改正する。

    

令和５年８月１７日               提 出

                           鹿児島市教育委員会

                           教育長 原之園 哲哉

（参 照）

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋）

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務）

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。

(1) 略す

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3)～(20) 略す

2222



鹿児島市立学校管理規則の一部を改正する規則

様式第２の１の（裏）中

「

① 附属小学校及び鹿児島市内の私立小学校へ入学する場合は、入学先の小

学校へご確認ください。

                                  」

を

「

① 鹿児島大学教育学部附属小学校及び鹿児島市内の私立小学校へ入学する

場合は、入学先の小学校へご確認ください。

                                  」

に、

「

② 市外の私立小学校へ入学する場合は、合格通知書等をご持参のうえ、下

  記窓口へお越しください。

                                   」

を

「

② 鹿児島市外の私立小学校等へ入学する場合は、合格通知書等をご持参の

うえ、下記窓口へお越しください。

                                 」

に改める。

様式第２の２の（裏）中

「

① 附属中学校及び鹿児島市内の私立中学校へ入学する場合は、入学先の中

  学校へご確認ください。                      

                                   」

を

「

① 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校、鹿児島大学教育学部附属中学校及び鹿児

  島市内の私立中学校へ入学する場合は、入学先の中学校へご確認ください。

                                    」

に、
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「

② 玉龍中学校・公立中学校・県外私立中学校等へ入学する場合は、合格通

  知書等をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。         

                                   」

を

「

② 鹿児島市外の私立中学校等へ入学する場合は、下記窓口の就学担当にお

たずねください。

                                   」

に改める。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行前に改正前の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書

類は、改正後の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

（改正理由）

入学手続きの実態を踏まえ、関係様式の整理をするものである。
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鹿児島市立学校管理規則（昭和４２年教育委員会規則第１７号）新旧対照表

現行 改正案 備考

様式第２の１（第４条関係） 様式第２の１（第４条関係）

(裏)

入学に当たってのお願いとお知らせ

１ この「入学通知書」は、 月 日（ ）までに表面の記載事項を確認し

て、保護者が指定学校へ提出してください。

（通知書は、 月  日現在の住民基本台帳を基に作成しています。）

２ 指定学校以外の小学校へ入学が決定した場合は、「区域外就学届」による

手続が必要です。

① 附属小学校及び鹿児島市内の私立小学校へ入学する場合は、入学先の小

  学校へご確認ください。

② 市外の私立小学校へ入学する場合は、合格通知書等をご持参のうえ、下

記窓口へお越しください。

（上記①②の場合も、この「入学通知書」は指定学校へ提出してくださ

い。）

３ 特別な理由による指定学校変更の希望がある場合は、「指定学校変更許可

基準」をもとに、教育委員会にて審査いたします。

  月  日（ ）以降に下記窓口へご相談ください。

  なお、許可された場合、児童の通学上の安全は、保護者の責任において確

保されるようお願いします。

４ 各手続等に必要な書類は、鹿児島市ホームページで確認できます。

こちらのＱＲコードからご確認ください  ⇒   

５ その他、ご不明な点は、下記窓口の就学担当におたずねください。

   鹿児島市教育委員会

   ・学務課学事係（市役所別館１階）  ・谷山分室（谷山支所４階）

      電話                電話

    ・上記以外の就学担当がいる窓口

    吉田支所総務市民課   電話   松元支所総務市民課 電話

    桜島支所桜島総務市民課 電話   郡山支所総務市民課 電話

   喜入支所総務市民課   電話

(裏)

入学に当たってのお願いとお知らせ

１ この「入学通知書」は、 月 日（ ）までに表面の記載事項を確認し

て、保護者が指定学校へ提出してください。

（通知書は、 月  日現在の住民基本台帳を基に作成しています。）

２ 指定学校以外の小学校へ入学が決定した場合は、「区域外就学届」による

手続が必要です。

① 鹿児島大学教育学部附属小学校及び鹿児島市内の私立小学校へ入学する

  場合は、入学先の小学校へご確認ください。

② 鹿児島市外の私立小学校等へ入学する場合は、合格通知書等をご持参の

うえ、下記窓口へお越しください。

（上記①②の場合も、この「入学通知書」は指定学校へ提出してくださ

い。）

３ 特別な理由による指定学校変更の希望がある場合は、「指定学校変更許可

基準」をもとに、教育委員会にて審査いたします。

  月  日（ ）以降に下記窓口へご相談ください。

  なお、許可された場合、児童の通学上の安全は、保護者の責任において確

保されるようお願いします。

４ 各手続等に必要な書類は、鹿児島市ホームページで確認できます。

こちらのＱＲコードからご確認ください  ⇒   

５ その他、ご不明な点は、下記窓口の就学担当におたずねください。

   鹿児島市教育委員会

   ・学務課学事係（市役所別館１階）  ・谷山分室（谷山支所４階）

      電話                電話

    ・上記以外の就学担当がいる窓口

    吉田支所総務市民課   電話   松元支所総務市民課 電話

    桜島支所桜島総務市民課 電話   郡山支所総務市民課 電話

   喜入支所総務市民課   電話

文言整理
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鹿児島市立学校管理規則（昭和４２年教育委員会規則第１７号）新旧対照表

現行 改正案 備考

様式第２の２（第４条関係） 様式第２の２（第４条関係）

(裏)

入学に当たってのお願いとお知らせ

１ この「入学通知書」は、表面の記載事項を確認して、在籍する小学校が指

定した期日までに在籍小学校へ提出してください。

（通知書は、 月  日現在の住民基本台帳を基に作成しています。）

２ 指定学校以外の中学校へ入学が決定した場合は、「区域外就学届」による

手続が必要です。

① 附属中学校及び鹿児島市内の私立中学校へ入学する場合は、入学先の中

  学校へご確認ください。

② 玉龍中学校・公立中学校・県外私立中学校等へ入学する場合は、合格通

  知書等をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。

（上記①②の場合も、この「入学通知書」は在籍小学校へ提出してくださ

い。）

３ 特別な理由による指定学校変更の希望がある場合は、「指定学校変更許可

基準」をもとに、教育委員会にて審査いたします。

   月  日（ ）以降に下記窓口へご相談ください。

   なお、許可された場合、生徒の通学上の安全は、保護者の責任において

  確保されるようお願いします。

４ 各手続等に必要な書類は、鹿児島市ホームページで確認できます。

   こちらのＱＲコードからご確認ください  ⇒   

５ その他、ご不明な点は、下記窓口の就学担当におたずねください。

    鹿児島市教育委員会

    ・学務課学事係（市役所別館１階）  ・谷山分室（谷山支所４階）

     電話                電話

    ・上記以外の就学担当がいる窓口

    吉田支所総務市民課   電話   松元支所総務市民課 電話

    桜島支所桜島総務市民課 電話   郡山支所総務市民課 電話

   喜入支所総務市民課   電話

(裏)

入学に当たってのお願いとお知らせ

１ この「入学通知書」は、表面の記載事項を確認して、在籍する小学校が指

定した期日までに在籍小学校へ提出してください。

（通知書は、 月  日現在の住民基本台帳を基に作成しています。）

２ 指定学校以外の中学校へ入学が決定した場合は、「区域外就学届」による

手続が必要です。

① 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校、鹿児島大学教育学部附属中学校及び鹿児

  島市内の私立中学校へ入学する場合は、入学先の中学校へご確認ください。

② 鹿児島市外の私立中学校等へ入学する場合は、下記窓口の就学担当にお

  たずねください。

（上記①②の場合も、この「入学通知書」は在籍小学校へ提出してくださ

い。）

３ 特別な理由による指定学校変更の希望がある場合は、「指定学校変更許可

基準」をもとに、教育委員会にて審査いたします。

   月  日( ）以降に下記窓口へご相談ください。

   なお、許可された場合、生徒の通学上の安全は、保護者の責任において

  確保されるようお願いします。

４ 各手続等に必要な書類は、鹿児島市ホームページで確認できます。

   こちらのＱＲコードからご確認ください  ⇒   

５ その他、ご不明な点は、下記窓口の就学担当におたずねください。

    鹿児島市教育委員会

    ・学務課学事係（市役所別館１階）  ・谷山分室（谷山支所４階）

       電話                電話

    ・上記以外の就学担当がいる窓口

    吉田支所総務市民課   電話   松元支所総務市民課 電話

    桜島支所桜島総務市民課 電話   郡山支所総務市民課 電話

   喜入支所総務市民課   電話

文言整理
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報告事項

(1) 桜島地域における義務教育学校の取組状況について

  別紙のとおり…報告事項関係資料(1)

(2) 世界文化遺産の保全について

  別紙のとおり…報告事項関係資料(2)

(3) 令和５年度全国学力・学習状況調査結果（速報値）について

  別紙のとおり…報告事項関係資料(3)

(4) 市立学校におけるいじめの重大事態に係る調査の終了等について

  別紙のとおり…報告事項関係資料(4)

(5) 「令和５年度（令和６年１月）はたちの集い」について

  別紙のとおり…報告事項関係資料(5)

(6) 鹿児島市教育委員会とプロスポーツクラブとの連携協定について

  別紙のとおり…報告事項関係資料(6)
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「令和５年度(令和６年１月)はたちの集い」について
                                  

   

「令和５年度（令和６年１月）はたちの集い」を次のとおり、実施する。

１ 目 的   

  二十歳を迎えた若者が、社会を担う一員としての責任と自覚を新たにもつとともに、主体的に自分

の将来やふるさと鹿児島市の発展を考える機会とする。

２ 日 時  

  令和６年１月６日(土) １１：００～１２：４０(１００分)

３ 場 所  

川商ホール（市民文化ホール） 第１ホール（中継会場：第２ホール）

４ 対象者  

平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれの方 【５,６８９人（令和５年４月１日現在）】

５ 日程及び内容

(1) オープニング（２０歳の足跡をたどる映像） 【１０分】

(2)  式典                                   【２０分】

① 国歌斉唱

   ②  祝電披露

  ③ 市長あいさつ・・・・・鹿児島市長

    ④ 来賓あいさつ・・・・・鹿児島市議会議長

    ⑤ 参加者代表のことば・・実行委員長、副委員長

(3) 実行委員会企画                     【７０分】

  ① 実行委員企画イベント

    鹿児島市のよさを再認識し、鹿児島市の将来の発展を考える機会とするトークイベント

       ・ 実行委員からの提案や参加者、市長、対象者と年齢の近い先輩との意見交換

       ・ 鹿児島にゆかりのある方からのメッセージ

  ② 実行委員会企画抽選会

報告事項関係資料（５）



鹿児島市教育委員会とプロスポーツクラブとの連携協定について

1 目的

児童・生徒の生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現に資するため、鹿児島市教育委

員会と本市を本拠地とするプロスポーツクラブの両者が有する人材及び資源を活かし、ス

ポーツを通じた協働・連携を図る。

２ 協定事項

(1) 学校教育におけるスポーツを通じた交流に関すること

(2) 児童・生徒の健康増進及びけがの予防に関すること

(3) 部活動の地域移行等に関すること

(4) スポーツビジネスや地域連携を学ぶ機会の創出に関すること

(5) スポーツに触れる機会の創出に関すること

(6) その他両者が必要と認める事項

３ 協定締結式について

(1) 日 時 令和５年７月２４日（月）  １０：３０～１１：００

(2) 場 所 鹿児島市教育総合センター ２階 女性会館第１､２研修室

(3) 出席者 鹿児島レブナイズ：代表取締役社長 有川 久志 ほか２名

      鹿児島ユナイテッド FC：代表取締役 徳重 剛  ほか２名

     鹿児島市教育委員会：教育長 原之園 哲哉 ほか４名

報告事項関係資料（６）































































鹿児島市立学校管理規則の一部を改正するに至った経緯等

１ 現行

新中学１年生への入学通知書（様式第２の２）の裏面において、入学に当たっ

てのお願いとお知らせとして、指定学校以外の中学校へ入学が決定した場合の

「区域外就学届」による手続きについて、次のように規定している。

① 附属中学校及び鹿児島市内の私立中学校へ入学する場合は、入学先の中

学校へご確認ください。

② 玉龍中学校・公立中学校・県外私立中学校等へ入学する場合は、合格通

知書等をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。

２ 経緯等

鹿児島玉龍中学校入学の保護者は手続きのために来庁する上に、学校への確認

もすることとなり、手続上の苦情が寄せられることがあった。

３ 改正の概要

鹿児島玉龍中学校の入学手続きの実態を踏まえ、保護者の手続上の混乱を回避

するとともに、保護者の来庁の手続きをなくすために、様式第２の２の裏面につ

いて、①に鹿児島市立鹿児島玉龍中学校を加えるほか、併せて、様式第２の１の

裏面とも文言整理を行う。

附属小学校 → 鹿児島大学教育学部附属小学校

附属中学校 → 鹿児島大学教育学部附属中学校

玉龍中学校 → 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校  など

定第３５号議案関係資料


